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(57)【要約】
　食品、及び特に肉製品上に抗微生物剤又は他の活性剤
を塗布するための方法を記載する。該方法は、制御され
た量の処理組成物を効率よく食品に塗布するため、過剰
な溶液を必要としない。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理組成物で食品を処理する方法であって、
　食品を筺体構造に装入する工程であって、前記筺体構造が、前記筺体構造を攪拌する際
に前記食品を回転させる、少なくとも１つのバッフルを有する工程と、
　前記食品が回転する際に、前記食品に処理組成物を噴霧する工程であって、
　前記食品上に噴霧される前記処理組成物が、前記筺体構造内の前記食品の重量を基準と
して５重量％以下であり、かつ
　表面被覆率（％）試験により測定した場合、前記食品の表面積の少なくとも９０％が前
記処理組成物で被覆されている工程、とを含む方法。
【請求項２】
　処理組成物で食品を処理する方法であって、
　食品を筺体構造に装入する工程であって、前記筺体構造が、前記筺体構造を攪拌する際
に前記食品を回転させる、少なくとも１つのバッフルを有する工程と、
　前記食品が回転する際に、前記食品に処理組成物を噴霧する工程であって、
　前記食品上に噴霧される前記処理組成物が、前記筺体構造内の前記食品の重量を基準と
して５重量％以下であり、かつ
　前記処理組成物が、前記食品の表面上の微生物を少なくとも１桁（１対数）減少させる
工程、とを含む方法。
【請求項３】
　処理組成物で食品を処理する方法であって、
　食品を筺体構造に装入する工程であって、前記筺体構造が、前記筺体構造を攪拌する際
に前記食品を回転させる、少なくとも１つのバッフルを有する工程と、
　前記食品が回転する際に、１を超える噴霧パルス間隔で食肉に処理組成物を噴霧する工
程であって、
　前記食品上に噴霧される前記処理組成物が、前記筺体構造内の前記食品の重量を基準と
して５重量％以下であり、
　前記食品上に噴霧される処理組成物の総量の少なくとも１％が１噴霧パルス間隔以内に
送達され、かつ
　表面被覆率（％）試験により測定した場合、前記食品の表面積の少なくとも９０％が前
記処理組成物で被覆されている工程、とを含む方法。
【請求項４】
　処理組成物で食品を処理する方法であって、
　食品を筺体構造に装入する工程であって、前記筺体構造が、前記筺体構造を攪拌する際
に前記食品を回転させる、少なくとも１つのバッフルを有する工程と、
　前記食品が回転する際に、前記食品に処理組成物を噴霧する工程であって、
　前記食品上に噴霧される前記処理組成物が、前記筺体構造内の前記食品の重量を基準と
して５重量％以下であり、
　前記食品上に噴霧される処理組成物の総量の少なくとも１％が１噴霧パルス間隔以内に
送達され、かつ
　表面被覆率（％）試験により測定した場合、前記食品の表面積の少なくとも９０％が前
記処理組成物で被覆されている工程、とを含む方法。
【請求項５】
　処理組成物で食品を処理する方法であって、
　食品を筺体構造に装入する工程であって、前記筺体構造が、前記筺体構造を攪拌する際
に前記食品を回転させる、少なくとも１つのバッフルを有し、
　前記筺体構造の混転速度が４である工程と、
　前記食品が回転する際に、１を超える噴霧パルス間隔で前記食品に処理組成物を噴霧す
る工程であって、
　前記食品上に噴霧される前記処理組成物が、前記筺体構造内の前記食品の重量を基準と
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して５重量％以下であり、かつ
　表面被覆率（％）試験により測定した場合、前記食品の表面積の少なくとも９０％が前
記処理組成物で被覆されている工程、とを含む方法。
【請求項６】
　処理組成物で食品を処理する方法であって、
　食品を筺体構造に装入する工程であって、前記筺体構造が、前記筺体構造を攪拌する際
に前記食品を回転させる、少なくとも１つのバッフルを有する工程と、
　前記食品を処理組成物に接触させる工程であって、
　前記食品上の前記処理組成物が、前記筺体構造内の前記食品及び前記処理組成物の総合
重量を基準として５重量％以下であり、かつ表面被覆率（％）試験により測定した場合、
前記食品の表面積の少なくとも９０％が前記処理組成物で被覆されている工程、とを含む
方法。
【請求項７】
　前記食品が前記筺体構造に装入される前に、前記処理組成物が前記食品に接触する、請
求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記食品が回転する際に、前記処理組成物が前記食品に接触する、請求項６に記載の方
法。
【請求項９】
　前記方法の被覆効率が少なくとも６０％である、請求項１～６のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項１０】
　前記食品が、食肉、加工肉、鶏肉、野菜又は果物である、請求項１～６のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１１】
　前記処理組成物がエマルションである、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記バッフルが近位端部と遠位端部を有し、前記近位端部がドラムの内壁に取り付けら
れ、かつ前記遠位端部が前記バッフルの主要表面に対して０～９０°の角度をなす突出部
を有する、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記バッフルが、前記筺体構造の長さに沿って延在する、請求項１～６のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１４】
　前記筺体構造が、近位端部と遠位端部を有する２以上のバッフルを備え、前記近位端部
がドラムの内壁に取り付けられ、かつあるバッフルの遠位端部が別のバッフルの遠位端部
からずらして配置され、噴霧領域を作製する、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項１５】
　前記噴霧が、ドラム中に着脱可能に延在し得るブームに実装された噴霧ノズルにより提
供される、請求項４に記載の筺体構造。
【請求項１６】
　前記筺体構造が、互いに等間隔で離間する複数のバッフルを備え、かつ前記ドラムの入
口端部から出口端部までの全体の長さにわたり、
　前記バッフル系が、加工中、前記食品を前記筺体構造の出口端部に向かって回転させ、
かつバッフル全体にわたって及び少なくとも１つの噴霧ノズルによって導入された処理組
成物の噴霧領域内に前記食品を回転させる、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記バッフルが実質的に凸状又は凹状の表面を有する、請求項１～６のいずれか１項に
記載の方法。
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【請求項１８】
　前記バッフルが近位端部と遠位端部を有し、前記近位端部がドラムの内壁に取り付けら
れ、かつ前記遠位端部が前記バッフルの主要表面に対して０～９０°の角度をなす突出部
を有し、及び前記バッフルの各遠位端部における突出部が、食品が前記処理組成物に曝さ
れる間の特定の時間、前記食品を保持する、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記噴霧ノズルが同心性である、請求項１２に記載の方法。
【請求項２０】
　前記処理組成物が、前記処理組成物の総重量を基準として６重量％以下の濃度の抗微生
物性活性物質を含む、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記処理組成物がエンハンサーをさらに含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記処理組成物が界面活性剤をさらに含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　１以上の旋回、振とう、真空除去、又は前記食品をエアナイフの作用に供することによ
り、前記食品から前記処理組成物を機械的に除去する工程をさらに含む、請求項１～６の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記噴霧が、１を超える種類の処理組成物を食品に順次適用するように適合された噴霧
ノズル系により達成される、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記噴霧が、１を超える種類の処理組成物を同時に適用するように適合された噴霧ノズ
ル系により達成される、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記噴霧が、霧の形状で噴霧されるように設定された、請求項１～５のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項２７】
　前記噴霧が、円錐形に噴霧されるように設定された、請求項１～５のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項２８】
　前記噴霧が、扇形に噴霧されるように設定された、請求項１～５のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項２９】
　前記処理組成物が殺真菌剤である、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３０】
　前記筺体構造がドラムである、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３１】
　前記方法の塗布効率が０．０１ｇ／ｃｍ2である、請求項１～６のいずれか１項に記載
の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　食品媒介疾患は、ある資料により年間１０億円を超えると推定された、直接及び間接医
療費を伴う、重大な疾患及び死の原因となっている。一般的な食品病原体としては、サル
モネラ菌、リステリア菌（Listeria monocytogenes）、大腸菌（Escherichia coli）Ｏ１
５７：Ｈ７、カンピロバクター・ジェジュニ（Campylobacter jejuni）、セレウス菌（Ba
cillus cereus）及びノーウォーク様ウイルスが挙げられる。食品媒介疾患の発生は通常
、汚染された肉製品、生乳、又は家禽製品と関連してきたが、果物及び野菜もまた食品媒
介疾患源として機能する。
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【０００２】
　食用適性、賞味期限（longevity）及び／又は外観を向上させるために、生鮮食品を処
理することは、主に表面の汚染物質を除去することを目的とする。食肉（例えば、牛肉、
豚肉、鶏肉等）、魚介類（例えば、魚類、甲殻類）、果物及び野菜を含む生鮮食品は、そ
のうちいくつかが病原性である多様な微生物による表面汚染を受けやすい。不適切な調理
、並びに物理的移動を介した、手、食物の取扱面、及び他の食物への微生物の伝染は、時
には死に至ることもある消化器疾患をもたらす場合がある。また、真菌類及び細菌類は、
多様な食品の外観、味及びにおいに有害な影響を与える場合がある。
【０００３】
　細菌類及び真菌類の増殖速度、並びにもたらされる被害及び健康上のリスクは、冷却に
よってある程度低減することができるが、食肉、鶏肉、魚介類、果物及び野菜製品に与え
得る冷却の程度には限界がある。さらに、好冷菌類のようないくつかの細菌類は、氷点に
近い温度で生存、及び繁殖さえすることができる。従って、加工中に微生物及び真菌性汚
染物質を制御、破壊、又は不活化して、食品の表面上の生物体及び／又は菌類の初期個体
数を減少させることは有利である。
【０００４】
　表面汚染を低減するために、食品の表面に多様な殺菌及び殺真菌化学処理が適用されて
きた。食品内及び食品上、並びに他の表面の微生物汚染を低減するために用いられる組成
物は、通常、オゾン処理水、過酸化炭素、過酢酸、酸性化亜塩素酸ナトリウム、水溶性塩
素等を含む酸化剤；塩化セチルピリジニウム又は塩化ベンザルコニウムに基づくもののよ
うな四級アンモニウム界面活性剤組成物；フェノール化合物；クエン酸及び乳酸のような
有機カルボン酸の水溶液、並びに、より高濃度で、処理される表面の特性に影響を与え得
るホルムアルデヒド溶液のような物質の使用を含む。脂肪酸モノエステル類を用いる組成
物は、近年、米国特許５，４６０，８３３号及び同第５，４９０，９９２号に記載されて
いるように、鶏肉のような食品の微生物負荷を低減するために、並びに国際特許公開第２
００１４３５４９号に記載されているように、果物及び野菜のような食物の微生物負荷を
低減するために、使用されてきた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このような処理の適用方法は、廃棄を最小限にするために、化学薬品の
利用の観点からは非効率である、又は無効である、又は単純に実現不可能である。例えば
、食品は、その大きさに関わらず、浸漬ないしは別の方法で適切な化学溶液を含有する槽
又はタンクに入れられることにより、微生物又は真菌により汚染された表面を効果的に処
理することができる。しかしながら、この方法は、吸収の制御が不十分である、及び化学
薬品を大量に使用することを含む、多数の欠点を有する。
【０００６】
　殺菌及び殺真菌性化学溶液を噴霧して塗布することによる、食品の表面汚染を処理する
方法もまた、当該技術分野において既知である。例えば、基本的な取り組みは、別の方法
で屠体を実質的に不動化（即ち、フックに吊るす）した上で、殺菌剤を分配する複数の噴
霧塗布器（即ち、ノズル）を通過した動物の屠体全体又は一部を搬送することである。開
かれた体腔の内面を含む表面全体は、適切に配置された十分な数の噴霧塗布器が与えられ
、かつ効果的な噴霧形状により十分な量の溶液を放出することで、効果的に処理され得る
。
【０００７】
　タンブラーはまた、加工食品の技術分野においても既知である。製品は、米国特許第６
，３１８，１１２号（レノックス（Lennox））及び同第６，２２８，１７２号（テイラー
（Taylor）ら）に記載されているもののような、冷却剤になり得る液体、米国特許第６，
８９６，９２１号（グローブズ（Groves）ら）及び米国特許公開第２００５／００５８０
１３号（ワーフ（Warf）ら）に記載されているもののような抗微生物溶液、又は米国特許
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第６，５１１，５４１号（ペンテコスト（Pentecost））に記載されているような粉剤を
噴霧しながら、実質的に水平な軸について回転するドラム内で「攪拌」されることにより
、攪拌される。タンブラーは、食品をタンブラーにバッチごとに装入し、噴霧し、次いで
タンブラーから排出するバッチ方式で用いられてよく、又は食品を円筒状ドラムの一端に
入れ、噴霧しながら軸方向にドラムに沿って移動させ、次いでドラムの他の端部から排出
する、連続的装置として配置されてもよい。
【０００８】
　これらの系内で、製品の動きを制御することは、通常製品の各断片を目的とせず、むし
ろ全体として食品のバッチを動かすことを目的とする。さらに、これらのタンブラー構造
の多くは広大な床面積を必要とし、これは多くの製造設備では得られない場合が多い。
【０００９】
　当該技術分野においては、加工工場内に容易に組み込むことが可能な、効率的かつ有効
な抗微生物処理を食品に適用するための改善された筺体構造及び方法の必要性が残されて
いる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、抗微生物剤又は他の活性剤を食品、特に肉製品上に塗布するための方法を目
的とする。ある態様では、処理組成物で食品を処理する方法であって、該方法が、食品を
筺体構造に装入する工程であって、該筺体構造が、該筺体構造を攪拌する際に該食品を回
転させる、少なくとも１つのバッフルを有する工程と；該食品が回転する際に、該食品に
該処理組成物を噴霧する工程であって、該食品上に噴霧される該処理組成物が、該筺体構
造内の該食品と該処理組成物の総合重量を基準として５重量％以下であり、かつ表面被覆
率（％）試験により測定した場合、該食品の表面積の少なくとも９０％が該処理組成物で
被覆されている工程；とを含む方法が提供される。
【００１１】
　別の態様では、処理組成物で食品を処理する方法であって、該方法が、食品を筺体構造
に装入する工程であって、該筺体構造が、該筺体構造を攪拌する際に該食品を回転させる
、少なくとも１つのバッフルを有する工程と；該食品が回転する際に、該食品に該処理組
成物を噴霧する工程であって、該食品上に噴霧される該処理組成物が、該筺体構造内の該
食品と該処理組成物の総合重量を基準として５重量％以下であり、かつ該処理組成物が、
該食品の表面上の微生物を少なくとも１桁（１対数）減少させる工程；とを含む方法が提
供される。
【００１２】
　別の態様では、処理組成物で食品を処理する方法であって、該方法が、食品を筺体構造
に装入する工程であって、該筺体構造が、該筺体構造を攪拌する際に該食品を回転させる
、少なくとも１つのバッフルを有する工程と；該食品が回転する際に、１を超える噴霧パ
ルス間隔で該食品に該処理組成物を噴霧する工程であって、該食品上に噴霧される該処理
組成物が、該筺体構造内の該食品と該処理組成物の総合重量を基準として５重量％以下で
あり、該食品上に噴霧される該組成物の総量の少なくとも１％が１噴霧パルス間隔以内に
放出され、かつ表面被覆率（％）試験により測定した場合、該食品の表面積の少なくとも
９０％が該処理組成物で被覆されている工程；とを含む方法が提供される。
【００１３】
　さらなる態様では、処理組成物で食品を処理する方法であって、該方法が、食品を筺体
構造に装入する工程であって、該筺体構造が、該筺体構造を攪拌する際に該食品を回転さ
せる、少なくとも１つのバッフルを有する工程と；該食品が回転する際に、該食品に該処
理組成物を噴霧する工程であって、該食品上に噴霧される該処理組成物が、該筺体構造内
の該食品と該処理組成物の総合重量を基準として５重量％以下であり、該食品上に噴霧さ
れる該組成物の総量の少なくとも１％が１噴霧パルス間隔以内に放出され、かつ表面被覆
率（％）試験により測定した場合、該食品の表面積の少なくとも９０％が該処理組成物で
被覆されている工程；とを含む方法が提供される。
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【００１４】
　別の態様では、処理組成物で食品を処理する方法であって、該方法が、食品を筺体構造
に装入する工程であって、該筺体構造が、該筺体構造を攪拌する際に該食品を回転させる
、少なくとも１つのバッフルを有し、該筺体構造の混転効率が少なくとも４８である工程
と；該食品が回転する際に、１を超える噴霧パルス間隔で該食品に該処理組成物を噴霧す
る工程であって、該食品上に噴霧される該処理組成物が、該筺体構造内の該食品と該処理
組成物の総合重量を基準として５重量％以下であり、かつ表面被覆率（％）試験により測
定した場合、該食品の表面積の少なくとも９０％が該処理組成物で被覆されている工程、
とを含む方法が提供される。
【００１５】
　別の態様では、処理組成物で食品を処理する方法であって、該方法が、食品を筺体構造
に装入する工程であって、該筺体構造が、該筺体構造を攪拌する際に該食品を回転させる
、少なくとも１つのバッフルを有する工程と；該食品に接触させるために、該処理組成物
を該筺体構造に導入する工程であって、該食品上に噴霧される該処理組成物が、該筺体構
造内の該食品と該処理組成物の総合重量を基準として５重量％以下であり、かつ表面被覆
率（％）試験により測定した場合、該食品の表面積の少なくとも９０％が該処理組成物で
被覆されている工程；とを含む方法が提供される。
【００１６】
　ある態様では、食品を混転させながら、噴霧ノズルを通して、制御された量の抗微生物
溶液をパルス状に食品に適用するための方法及び手段が提供される。
【００１７】
　ある態様では、方法は、経済的に製造され、及び使用時に効率的かつ耐久性のある被覆
物質を備える。
【００１８】
　本明細書で使用する時、「処理組成物」とは、いくつかの例のように、該処理組成物が
液体又は流動可能な固体の形態であり得る場合、抗微生物剤（抗細菌剤、抗真菌剤、殺菌
剤を含む）、防腐剤又はこれらの混合物を含む処理組成物を指す。「流動可能な固体」と
は、流体様挙動を示す状態におかれ、それ故に輸送され得る固体粒子の集合を指す。
【００１９】
　「抗微生物剤」とは、殺すないしは別の方法で、ウイルス、細菌、真菌、並びに線虫及
び他の寄生生物のような微生物を不活化するように適合された剤を意味する。
【００２０】
　「殺真菌剤」とは、殺すないしは別の方法で真菌及びカビを不活化するように適合され
た剤を意味する。
【００２１】
　「微生物（Microorganism）」又は「病原菌（microbe）」としては、細菌、酵母、カビ
、真菌、原生動物、マイコプラズマ、並びにウイルスが挙げられる。
【００２２】
　本明細書で使用する時、「１つの（ａ）」、「１つの（ａｎ）」、「その（ｔｈｅ）」
、「少なくとも１つの」及び「１以上の」は、互換的に使用される。また本明細書におい
て、端点による数値範囲の列挙には、その範囲内に包含されるすべての数（例えば１～５
には、１、１．５、２、２．７５、３、３．８０、４、５、等）が包含される。
【００２３】
　本発明の上述の発明の開示は、本発明の開示された各実施形態又はあらゆる実施を記載
することを意図するものではない。以下の説明は、例証的な実施形態をより具体的に例示
する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　抗微生物剤又は他の活性剤を食品、特に肉製品上に塗布する方法を記載する。食肉に塗
布される場合、食肉は、牛肉、豚肉、又は鶏肉が挙げられるが、これらに限定されない任
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意の種類の食肉であってよく、屠体、部分肉、切り落とし肉（trim）、粗挽き若しくは細
挽き肉又は加工肉のような様々な形態であってよい。具体的には、大量の食肉の加工は、
屠体、部分肉、切り落とし肉のような形態であろうと、挽砕中若しくは挽砕後であろうと
、被覆法を組み込んで、抗微生物性流体のような処理組成物を均一に塗布することは難し
い。本発明は、過剰な溶液の必要なく、望ましい殺微生物を達成し、有効にかつ費用効率
よく組成物を塗布できるように、効率的な方法で制御された量の処理組成物を食品に塗布
する方法を示す。
【００２５】
　多くの実施形態では、処理組成物は、食品又はその一部が筺体構造の入口端部から出口
端部へと搬送される間に、噴霧により塗布される。処理される食品としては、食肉、食肉
の一部、完全な形状の魚介類又はその一部、並びに完全な形状の果物及び野菜又はその一
部が挙げられる。本明細書で使用する時、「食肉」とは、赤身肉種（例えば、牛肉、子羊
の肉、鹿肉等）又は白身肉種（例えば、鶏肉、豚肉等）の動物の新鮮な肉を意味する。ま
た、本明細書で使用する時、「魚介類」とは魚類又は甲殻類を意味する。通常、処理組成
物が抗微生物剤である場合、それらは食肉、鶏肉又は魚介類の表面に、有効量、即ち表面
上に見出される細菌の個体数を実質的に低減又は除去できるような量を、噴霧されること
により塗布される。通常、殺菌又は殺真菌性流体は、同様に、果物及び野菜の表面に、表
面上に見出される細菌又は真菌の個体数を実質的に低減又は除去できるような量を塗布さ
れる。
【００２６】
　提供される方法では、食品は絶えず混合され、塗布される流体の量が、特定の時間間隔
中狭い範囲で保持され、その結果コーティングが好ましくはしっかりと、かつむらなく食
品に付着するように、最適な間隔（例えば、噴霧パルス）で処理組成物に曝される。しか
しながら、本発明の有効性の一因となる要因の組み合わせとしては、ドラムの寸法；バッ
フルの大きさ、形、及び位置；被覆液体ノズルの位置及び噴霧形状、及び塗布される処理
組成物の相対的タイミングが挙げられる。これらの特徴は全て、製品が常に確実に動き、
処理組成物に曝された際にその表面領域が最適に露出するのに役立つ。
【００２７】
　既知の塗布方法（即ち、浸漬、コンベアベルト上への噴霧）に比べて、本方法は、少量
で制御された量の抗微生物剤を均一に食品表面全体に塗布することができる。これは、高
濃度で食物の官能特性（例えば、色、味、歯ごたえ、におい等）に有害な影響を及ぼし得
る抗微生物化合物を塗布する際、重大な意味を持つ。用いられる方法はまた、食品の表面
全体にわたって強化された機械的接触又は摩擦を提供し、これは良好な抗微生物活性を達
成するのに特に有効である場合がある。
【００２８】
　ある実施形態は、食品を筺体構造の入口端部へ導入する工程、食品の官能特性に悪影響
を与えることなく、処理される食品の食用適性、賞味期限、及び／又は外観を改善するた
めに、激しく動きながら及び回転しながら、食品の一部が筺体構造の入口端部から出口端
部へ搬送されている際、例えば噴霧により、食品の表面上に有効量の処理組成物を塗布す
る工程を含む、食品又はその一部を処理する方法を開示する。好ましくは、食品は、処理
溶液が完全に分配された後、さらに混転される。
【００２９】
　本発明の実施形態は、有効量の処理組成物が、実質的に食品の全表面に塗布されること
を可能にする。好ましくは、以下に記載した表面積被覆率試験により測定した場合、９０
％を超える食品の表面が被覆される、より好ましくは９２％を超える、さらにより好まし
くは９５％を超える、さらにより好ましくは９７％を超える、及び最も好ましくは９９％
を超える食品の表面領域が被覆される。処理組成物による表面被覆率は、食品表面と噴霧
された流体間の直接接触；食品表面と、表面上に噴霧された流体を有する他の食品表面と
の接触；食品表面と、表面上に噴霧された処理組成物を有する多様な筺体構造（例えば、
筺体構造、バッフル等）表面との接触、により達成される。
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【００３０】
　本発明の特定の実施形態の具体的な細目の多くは、このような実施形態を完全に理解で
きるように提供する、以下の説明及び図に記載される。しかしながら、当業者は、本発明
がさらなる実施形態を用いて、又は下記の実施形態で記載されるいくつかの限定を除外し
ても実施され得ることを理解するであろう。
【００３１】
　処理組成物
　好適な処理組成物としては、これらに限定されないが、酸性化亜塩素酸ナトリウム溶液
類のような酸化剤、水溶性二酸化塩素溶液類、過酸溶液類、過酸化水素、次亜塩素酸塩（
hypocholite）のような塩素化合物類、金属次亜ハロゲン酸塩、電解水、超酸化水（super
 oxidized water）、オゾン溶液類；四級アンモニウム界面活性剤化合物類；これらに限
定されないが、クエン酸、乳酸、リンゴ酸、酢酸等を含む、ＧＲＡＳ又は食品等級の酸類
のような有機カルボン酸；フェノール及びクレゾール化合物類；ヨウ素のようなハロゲン
及びハロゲン化化合物類、ヨードフォアのようなヨウ素分離化合物類（iodine liberatin
g compounds）及び錯体類、並びに共有結合したヨウ素、塩素、臭素、又は臭素分離化合
物類類及び錯体類を含む化合物、並びに共有結合した塩素又は臭素分離化合物類及び錯体
類を含む化合物類；グレープフルーツ種子抽出物及びティーツリー油のような天然の植物
又は動物抽出物類；酵素生成物、表面活性剤、パラベン類、アルコール類、重金属溶液類
、クロルヘキシジン、過酸素化合物類、トリアジン類、及びアルデヒド類、並びに米国特
許第５，４６０，８３３号、同第５，４９０，９９２号、同第６，３６５，１８９号、同
第６，５３４，０７５号、同第５，３６４，６５０号、同第５，４３６，０１７号及び米
国特許公開第０５－００５３５９３号に記載されているもののような、任意の多様な処方
による脂肪酸モノエステル類；並びに上記全ての活性誘導体類及び／又は組み合わせを含
む抗微生物組成物が挙げられる。好ましい実施形態では、処理組成物中の抗微生物活性物
質は６重量％未満である。
【００３２】
　好ましい実施形態では、塗布される抗微生物組成物は、脂肪酸エステル類、エンハンサ
ー、食品等級の界面活性剤類、及び所望により、米国特許公開第０５－００８４４７１号
に記載されているような他の成分を含有する。これらの成分は、溶媒及び活性成分の両方
としてのプロピレングリコール脂肪酸モノエステル類を使用した濃縮組成物として配合さ
れてもよい。得られる製剤は、食品に直接塗布してもよく、好ましくは濃縮物を水若しく
はエンハンサー可溶性の他の溶媒で希釈、乳化、又は希釈溶媒に均一に分散して塗布して
もよい。製剤は、好ましくは、病原体及び望ましくない細菌に対して有効であり、かつ食
品の味、歯ごたえ、色、におい又は外観を有害に変化させることがない。
【００３３】
　少なくとも１つの界面活性剤を含む処理組成物は、より効率的に塗布されるのに役立つ
場合がある。好ましくは、食品等級の界面活性剤が用いられる。好適な食品等級の界面活
性剤としては、米国連邦規制基準（Code of Federal Regulations）（ＣＦＲ）２１、１
７０～１９９部に列挙されているものが挙げられる。特に好ましい界面活性剤はドキュセ
ートナトリウムである。好ましい処理組成物は、０．０００７Ｎ／ｃｍ（７０ダイン／ｃ
ｍ）未満、好ましくは０．０００６Ｎ／ｃｍ（６０ダイン／ｃｍ）未満、より好ましくは
０．０００５Ｎ／ｃｍ（５０ダイン／ｃｍ）未満、及び最も好ましくは０．０００４Ｎ／
ｃｍ（４０ダイン／ｃｍ）未満、例えば０．００３５Ｎ／ｃｍ（３５ダイン／ｃｍ）未満
の表面張力を有する。
【００３４】
　処理組成物は、通常周囲温度で液体であり、単一成分から成ってもよいが、一般に２以
上の成分を含む、エマルション、分散液、スラリー又は溶液の形態である。液体又は固体
で被覆された物質のような、特定の組成物は、容易に塗布するために、高温（融点を超え
る）で塗布されてもよい。例えば、室温で固体である１以上の成分を含む組成物は、１以
上の固体成分の融点を超える温度で塗布され得る。或いは、これらの物質は水に乳化され
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て、エマルションとして塗布されてもよい。固体物質を含有する被覆には、確かな噴霧性
能を実現する、噴霧ノズルが用いられなければならない。
【００３５】
　塗布される組成物は、一般に０．００１Ｐａ．ｓ（１ｃｐｓ）～１００Ｐａ．ｓ（１０
０，０００ｃｐｓ）の範囲又はそれ以上の粘度を有する。好ましくは、組成物は、塗布時
に１Ｐａ．ｓ（１０００ｃｐｓ）未満、より好ましくは０．１ｐａ．ｓ（１００ｃｐｓ）
未満の粘度を有する。組成物のための賦形剤は、好ましくは水であるが、超臨界二酸化炭
素等の任意の許容可能な賦形剤を用いてもよい。被覆物質の粘度は周囲温度で汲み上げる
のが難しい程であってもよく、この場合、その粘度が噴霧分配ノズルに汲み上げ可能にな
るのに十分な温度まで、被覆物質を加熱してもよい。
【００３６】
　処理組成物の塗布方法
　本発明の方法は、最小有効量の処理組成物を食品表面に均一に塗布し、被覆効率の上昇
した、即ち廃棄を最小限に抑えた、より高い抗微生物効果を保証する。本発明で使用する
時、被覆効率とは、流体供給系（例えば、噴霧ノズル）を通じて適用される処理組成物の
量から、食品の処理後筺体構造から回収された量を引いて、流体供給系（例えば、噴霧ノ
ズル）を通じて適用される処理組成物の量で割ったものを指す。好ましくは、本発明の方
法は、好ましくは６０％を超える、より好ましくは７０％を超える、及びさらにより好ま
しくは８０％を超える被覆効率を有する。
【００３７】
　廃棄物は、低ｐＨ又は、過剰な処理組成物を処理後に下水道に流す又は他のより高価な
処分法で処分する必要があるという、他の環境的問題のために多くの抗微生物剤で問題に
なる場合がある。理想的には、本発明の方法において廃棄物は発生しない。
【００３８】
　ある実施形態では、部分肉のような又は、完全な形状の魚介類、野菜若しくは果物又は
その一部のような食品は、まず図１に示すドラム３２のような筺体構造３０の入口端部１
２に導入される。食品が搬送されている間、複数のスプレーノズル２０から放出される処
理組成物を噴霧する。
【００３９】
　ドラム３２は、連続方式又はバッチ方式で稼働してもよい。連続被覆運転を使用した第
一実施形態では、筺体構造３０は、上方の入口端部１２と下方の出口端部１４を有する、
食品が流動するための細長い円筒状ドラム３２を備える。バッチ被覆運転を使用した第二
実施形態では、ドラムは食品の装入出のための１つの開口端部（図示せず）を有してもよ
い。
【００４０】
　連続及びバッチ運転の両方で、ドラム３２は、図１に示すように、好ましくはドラムの
傾斜角が調節可能であるように、フレーム３７に実装される。ドラムは、傾斜した軸につ
いてドラムを回転させるためのモータ（図示せず）に、可動するように接続される。その
上に実装された複数の噴霧ノズル２０を有する噴霧バー３５を備える流体供給系は、ドラ
ム内に延在する。液体処理組成物は、ドラム３２が回転する際ノズル２０から噴霧され、
それにより食品がドラム３２内で激しく動き、混転している間、食品表面を被覆する。ド
ラム３２が回転する際食品を被覆するために、複数のノズルで、１以上の液体処理組成物
を、ノズル２０から噴霧してもよい。
【００４１】
　ドラム３２内の効率的な製品混合作用で、ドラム３２の過剰な回転により製品が損傷す
ることなく、非常に均一な被覆が達成できる。代表的な構成は、図１及び３に示すように
、落ちてくる製品を標的とする噴霧ノズル２０を備える、ドラムの中心線に近接して実装
された１以上の噴霧ノズル２０から成るであろう。平面、中空錐体、方形、完全錐体及び
らせん状ノズルに通じる単純な端部開口パイプを含む、多くの噴霧形状が用いられ得る。
【００４２】
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　ドラム３２内外へ摺動自在に伸縮可能なように、固定された又は取り外し可能な噴霧ブ
ーム又はバー３５が用いられ得る。噴霧バー３５は、図１に示すようにドラム３２内の中
心に位置し、又は図２に示すように中心から外れた場所に位置し、食品の効率的被覆のた
めにスプレーノズル２０の噴霧形状に適合することができる。特定の実施形態では（図示
せず）、１を超える噴霧ブーム３５を使用してもよい。
【００４３】
　図３に示すドラム３２内では、複数の噴霧ノズル２０はブーム３５に沿って離間する。
ノズル２０はまた、一連のチューブ又はホースにより相互に連結されてもよい。噴霧ノズ
ル２０は従来の様式で動作し、ドラム３２を通じて食品上に処理組成物を噴霧する。代表
的な実施形態では、噴霧の位置は、食品が導入される筺体構造の入口端部１２、及び図３
に示すように、ドラム３２の長さに沿った最適点（即ち、バッフル３４が切り落とし肉の
ような食品を回転させるであろう位置）に位置する。
【００４４】
　ある実施形態では、１以上の同心性空気／液体噴霧ノズルが用いられる。加圧液体及び
／又は加圧気体は、ノズルを通過し、ノズルから噴霧された結果物の液滴直径及び粘度を
制御する。同心性噴霧ノズルは、食品を対象とし得る液体の比較的細かい噴霧を発生させ
る。代替実施形態では、処理組成物は泡として放出され得る。
【００４５】
　別の実施形態では、処理組成物は、実質的に食品と接触するドラム３２に噴霧すること
により供給され得る。別の実施形態では、処理組成物は、噴霧以外の手段によってドラム
３２へ供給され得る。例えば、処理組成物は、接触法（例えばブラシ、泡又はフィルムア
プリケーターで拭うことを通して）又は食品及び／又はドラム表面上に落下させるような
非接触法で、食品又はドラム３２上に直接、液体又は泡としてドラム３２の内部に汲み上
げられてもよい。これらの方法の組み合わせもまた考えられる。
【００４６】
　現在好ましい方法は、処理組成物を食品へ噴霧で塗布することである。この方法では、
ベンチュリ効果を通して霧化される気圧で流体が引き込まれるため、同心性ノズルが好都
合である。この型の噴霧器の形状の有利性の１つは、能動ポンプの必要なく液体を受動的
に系に引き込め、かついくつかの他の煙務発生器のように、液体の再循環が起こらないこ
とである。
【００４７】
　しかしながら、噴霧ノズルを通して押し出された加圧液体を用いる噴霧器のように、他
の手段を用いて霧を発生させてもよい。この方法は、幅広い種類の噴霧形状を作成するの
を可能にする。また、噴霧形状をより制御でき、液滴直径及び速度を決定できる、好適な
ノズルを通して霧を生成するために、加圧気体と加圧液体の組み合わせを用いてもよい。
噴霧速度は、好ましくは、製品又は筺体構造の表面にぶつかった後の霧の再エアゾール化
による錯乱又は食品表面への跳ね返りを最小限にするように制御される。好ましい実施形
態では、霧は、十分な液滴直径（即ち、１０～１０００ミクロン）を有し、低速度、即ち
２ｍ／ｓ以下で提供され、効率的に望ましい表面領域に配置される。
【００４８】
　液滴の液滴直径は、処理組成物供給の有効性に寄与し得る。液滴直径は、用いられる噴
霧系、噴霧ノズルの形状、流体の物理的特徴、適切な流体及び気体の流速の組み合わせ、
並びに霧が供給される環境の制御、の組み合わせにより制御され得る。好ましい実施形態
では、液滴直径は１０００ミクロン未満、より好ましくは６００ミクロン未満、さらによ
り好ましくは２００ミクロン未満である。他の好ましい実施形態では、液滴直径は１０ミ
クロンを超える、より好ましくは３０ミクロンを超える。
【００４９】
　素早く均一な被覆を保証するために、抗微生物溶液は一般に、ドラム３２の底部から、
一般に回転角が約５～９０°であるバッフル３４が回転せず、食品が進む点である、図２
に噴霧領域３６として示すような、製品の標的領域に噴霧される。新たな表面を噴霧に曝
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すために、バッフル３４は食品断片を、大部分が存在するドラム３２の底部から引き離し
、及び食品バルクの先端に再び置く。この過程中、食品上の非被覆領域は露出され、処理
組成物が噴霧される。
【００５０】
　粘稠な被覆剤では、低～中圧であるが高速度で、液圧噴霧ノズルを用いることが可能で
ある、非常に小さな被覆剤の液滴を産生することにより、空気噴霧ノズルが被覆品質を大
幅に向上させ得る。被覆物質が高粘度である場合、空気噴霧で可能な小さな液滴により、
薄く均一な被覆が産生される。
【００５１】
　代表的な実施形態では、処理組成物はパルス間隔を使用して食品上に噴霧される。規定
の流速で噴霧が振動するタイミングにより、処理組成物の量は制御された方式で塗布され
ることができ、食品表面に最適に曝され（即ち、食品がバッフルから離れて回転している
際）、及び表面被覆率（即ち、好ましくは９０％を超える）を達成している間、食品に塗
布される抗微生物溶液の総量が限定又は制御される。短期間で表面被覆率を向上させるた
めに、噴霧パルス間隔は、図２に示すように、食品がバッフル３４から離れて回転してい
る際、食品上に噴霧されるよう設計されるべきである。
【００５２】
　塗布された処理組成物の量が、結果として塗布量となり、これは食品の総重量を基準と
して食品に塗布された処理組成物の重量％として定義される。好ましい実施形態では、塗
布量は５重量％以下、好ましくは３重量％未満、及びより好ましくは２重量％未満、さら
により好ましくは１．５重量％未満、及びさらにより好ましくは１．２５重量％未満であ
る。塗布被覆率（Application coverage）は、食品の表面積あたりの塗布された処理組成
物の量である。好ましくは、本発明の方法では、処理組成物の塗布被覆率が０．０１ｇ／
ｃｍ2であり、その塗布量は２重量％である。
【００５３】
　或いは、塗布量及び塗布被覆率はともに、処理組成物の総重量よりはむしろ、抗微生物
活性物質の重量％を基準として定量され得る。好ましい実施形態では、抗微生物活性物質
を基準とした塗布量は、食品の重量を基準として０．３０重量％以下、より好ましくは０
．１８重量％未満、及びさらにより好ましくは０．１２重量％未満である。好ましくは、
本発明の方法の塗布被覆率は、０．０００６ｇ／ｃｍ2である。
【００５４】
　処理組成物の振動／断続的供給は、最少量の物質で最大の表面積を被覆することにより
、製品の重量あたりの処理量を限定する方法を実現する。これは、ＦＳＩＳ通達６７００
．１、９ＣＦＲ／４４１．１０により提供されるもののような、ＵＳＤＡ規制により加重
が制限されている、食肉のような食品に特に有益である。過剰な処理組成物が塗布される
（即ち、食品の総重量を基準として２重量％を超える）例では、自然蒸発、熱による強制
蒸発、気流等、又は二酸化炭素の添加等による強制昇華のような他の手段により超過分が
除去され得る。
【００５５】
　ある具体的な実施形態では、複数のスプレーノズル２０は霧又はミストの形態で噴霧剤
を供給するような形状であってよい。別の具体的な実施形態では、複数のスプレーノズル
２０は、完全な錐体形に噴霧剤を供給するような形状であってもよい。別の具体的な実施
形態では、扇形状に噴霧剤が供給されてもよい。さらに別の具体的な実施形態では、所与
の筺体構造において、一部の噴霧ノズル２０のが霧又はミストとして噴霧剤を供給しても
よく、一部が完全な錐体形で、一部が扇形状で噴霧剤を供給してもよい。また、本発明の
ある実施形態では、複数のスプレーノズル２０が全て、おおよそ同じ流速で処理組成物を
供給し、一方別の実施形態では、入口端部１２に近接して位置する噴霧ノズルが、出口端
部１４に近接して位置する噴霧ノズルにより供給される流体よりも速い流速で流体を供給
する。
【００５６】
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　代替実施形態では、高速低圧（ＨＶＬＰ）法が噴霧ノズルに用いられてもよい。再利用
可能又は使い捨てのいずれかであり得る、高速、エアアシストノズルは、噴霧される物質
を非常に小さな粒子サイズに霧化し、及び高速気流を使用して食品表面の浸透に影響を及
ぼし得る。
【００５７】
　別の実施形態では、エレクトロスプレー及び、下記に記載されているような容積式ポン
プ又は加圧容器のような液体の供給速度を制御する手段が用いられてもよい。エレクトロ
スプレーの使用はまた、適切な電荷特性を有する溶液のための有効な噴霧方法であり得る
。エレクトロスプレーは、特定の極性の電荷を有する噴霧剤を提供し、及び食品表面に反
対の極性の電荷を提供することにより、噴霧剤はより効率的に表面上に付着する。
【００５８】
　液体流のための圧力ポット、臨界オリフィス流制御系、容積式ポンプ等、及び気体流の
ための標準制御圧力系を含む、液体流速及び気圧を制御するための多様な方法が用いられ
得る。
【００５９】
　複数の噴霧ノズル２０に加えて、１以上の噴霧ノズルを、多様な加工所、食品が導かれ
る容器の壁（それを通して食肉を挽くダイのような）、及び食品に緊密に接触する他の加
工機械を通して、及びその間を、食肉のような食品を輸送する、食品処理又は食品加工設
備（オーガー又はタンブラーを含むが、これらに限定されない）の要素に組み込んでもよ
い。
【００６０】
　或いは、食品が筺体構造３０に入る前に、食品に噴霧するための噴霧室が追加されても
よい。この噴霧室は、食品が筺体構造３０に導入される前に、上記のように噴霧剤で均一
に被覆できるような構成であってよい。
【００６１】
　さらに別の実施形態では、流体供給系は、製品が筺体構造の入口から出口へ搬送される
際、様々な種類の処理組成物を特定の食品に適用するように適合されてもよい。様々な種
類の処理組成物が、順次又は同時に適用されてもよい。ある例のように、流体供給系が１
以上の多岐管を有する場合の実施形態において、流体供給系は、最初に食品が入口１２か
ら離れて搬送される際、１種類の処理組成物を塗布できる。次いで、切替え弁又は同様の
装置を用いて、別の種類の処理組成物が多岐管へ供給され、後者がさらに出口１４へ搬送
される際、食品に塗布され得る。別の例のように、流体供給系が２つの多岐管を有する場
合の実施形態において、食品が入口１２から出口１４へ搬送される際、１種類の処理組成
物がある多岐管に供給され食品に塗布される、及び同時に、異なる種類の処理組成物が他
の多岐管に供給され食品に塗布される。
【００６２】
　ある実施形態では、所与の配合の個々の成分（例えば脂肪酸モノエステル類、エンハン
サー、食品等級の界面活性剤等）は、食物上に別個に塗布され、これはある成分により食
品の表面をより効率的に被覆又は「下塗り」し、続いて処方をより効率的にするための他
の成分を添加することにより、さらなる効果をもたらし得る。例えば、ある好ましい処方
では、希釈リンゴ酸のようなエンハンサーがまず塗布され、続いてＤＯＳＳ及び／又は脂
肪酸モノエステルのような界面活性剤が塗布される。この方法はまた、噴霧剤の成分と、
浸漬又は他の成分を添加したバルクを組み合わせるのに用いられる。
【００６３】
　図１を振り返ると、ドラム３２は水平からわずかに傾斜していてもよく、その結果入口
１２でドラム３２に装入された製品は徐々にタンブラーに沿って出口端部１４へ移動し、
従って連続運転ができる。或いは、バッチ方式では、ドラム３２は水平であってよく、そ
の結果ドラムは単一開口部（図示せず）を介して装入出され得る。製品がドラム３２を通
じて出口端部１４へ移動する際、ドラム３２の回転により、製品は絶えず激しく動き及び
混合される。別の構成（図示せず）では、出口端部１４は入口端部１２に対して上方にあ
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ってもよい。
【００６４】
　ドラム３２は、チェーン駆動又はベルト駆動（図示せず）により、その長手軸について
回転するための複数のトラニオンホイールにより回転するよう支持されてもよい。少なく
とも１つのトラニオンホイールは、ドラム３２の回転のために、動作可能なようにモータ
ーに接続された駆動輪（図示せず）である。あるいは、ドラム３２は、軸受に実装され、
チェーンにより駆動するギアをさらに備えるインテグラルシャフトにより支持されてもよ
い。ドラムの傾斜は、ジャック２４又は水力のような他の調節手段により調節され得る。
【００６５】
　具体的な実施形態では、筺体構造３０、即ちドラム３２は、図２及び４に示すように、
ドラム３２内のバッフル３４の系の組み合わせを通じて、全ての食品表面の露出を実現す
る。本明細書で使用する時、「バッフル」はドラム３２の内面から突出する突起部又は隆
起部である。
【００６６】
　代表的な実施形態では、バッフル３４は、ドラム３２の全長にわたり、ドラム３２の軸
に実質的に平行であるが、多数のバッフル形状が可能である。ドラム３２が回転する際、
図２に示すように、バッフル３４は切り落とし肉のような食品を持ち上げ、バッフル３４
から離れて落ちるように食品を回転させる。この方式では、切り落とし肉のような食品は
、他の食品に接触させられる。理論に束縛されるものではないが、この摩擦又は摩耗はよ
り高い殺菌活性に寄与し得る。
【００６７】
　ドラム３２が時計回りに回転する場合、図２に示すように、物質はドラム３２の６時～
１１時、好ましくは６時～９時の領域で混転され、噴霧ノズル２０からの処理組成物で被
覆される。回転方向に関わらず、食品は、一般にドラム３２の底部から回転角約５～１５
０°、好ましくは回転角１０～９０°で、バッフルにより持ち上げられる。
【００６８】
　ドラム３２は、食品の望ましい流速に応じて、およそ０．８ｒａｓ／ｓ（８ｒｐｍ）～
３．７ｒａｄ／ｓ（３５ｒｐｍ）で回転する。様々な形状のドラムが、様々な速度で回転
し、この範囲外であり得るであろう。重大な特徴は、食品（切り落とし肉のような）が、
食品に知覚できるほどの損傷を与えることなく、噴霧剤に曝される新たな表面領域に、適
切にひっくり返ることである。
【００６９】
　本明細書で使用する時、混転速度とは、１分当たりの、食品がバッフルと遭遇又は接触
する回数を示す。遭遇数は、筺体構造の１分当たりの回転数（ｒｐｍ）×バッフルの数に
より測定される。好ましくは、混転速度は、少なくとも４遭遇／分、より好ましくは４８
遭遇／分、より好ましくは少なくとも１２０遭遇／分、及びさらにより好ましくは少なく
とも１８０遭遇／分である。例えば、４つのバッフルを有する、１．３ｒａｄ／ｓ（１２
ＲＰＭ）で回転する筺体構造の混転速度は、４８遭遇／分であろう。多くの実施形態では
、バッフルを有する筺体構造は、一般に少なくとも４８（１分当たりの遭遇数）の混転速
度を達成するように設計される。
【００７０】
　ドラム３２が回転する際、図２に図示されるように、バッフル３４は底部から回転角約
０～９０°で食品を上方へ運ぶ。およそ９０°の位置で、噴霧領域３６を通って落ちる食
品の「壁」を形成するために、物質はバッフル３４から離れて落ちる。ノズル２０は、噴
霧領域３６の食品の壁に向けられる。
【００７１】
　図４及び５ａに示すような好ましい実施形態では、バッフル３４は近位端部３６及び遠
位端部３８を有する。遠位端部３８は突出部４０を有してもよく、それは食品が（１）噴
霧ノズル（図示せず）に曝される、及び（２）有効期間中処理組成物との接触が維持され
る、ことを保証する。バッフル３４上に食品を維持する（並びにバッフル３４から離れて
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食品を回転させる）他の手段としては、突出部４０上の１以上の曲線、及び／又は図５ｂ
に示すようなバッフル３４の凸又は凹状表面３９が挙げられる。或いは、バッフル３４は
非平坦表面を有してもよく、それは食品との摩擦を増大させ、それにより食品をより長い
期間所定の位置に保持する。
【００７２】
　ある実施形態では、バッフル系は、（図２に示すように）ドラム３２の円筒状の内面に
およそ９０°離れて等間隔に離間した、ドラムの全長にわたる、４つのバッフル３４を備
える。具体的には、バッフル３４は噴霧ノズルに近接する及び直下にある食品の混転を誘
発する。従って、食品の多数の連続的に移動する層又はスラブは、食品が静止しないが、
重力落下式カスケードで排出及び噴霧ノズル２０の下に向けて動いている間、抗微生物溶
液に曝される。
【００７３】
　図６に示す、代表的な代替実施形態では、検討されたバッフルが筺体構造の全長に沿っ
て連続していないが、ドラム３２の長さの下方へ不連続に分割される。図４及び６に示す
ように、ドラム３２は、回転する際、バッフルセグメント４２が食品を拾い上げるように
、反時計回りに回転するであろう。バッフルセグメントは、ドラム３２全体にわたってラ
ンダムであってもよく、又はドラム３２に沿って連続線で分割されてもよい。示すように
、バッフルセグメント４２はまた、あるバッフルセグメント４２の終部から次の先頭部ま
での特定の距離で互いにずれて配置され、中間噴霧領域４４を作製する。ずれて配置され
たバッフルセグメント４２は、製品がドラム３２を通過し、バッフルセグメント４２の終
部に到達し、隣接するバッフルセグメント４２の先頭部に向かって落ちる際、製品に回転
を付与するさらなる手段を提供するのに役立つ。さらに、噴霧剤がこれらの分割点に作製
された中間噴霧領域４４に向けられるように噴霧ノズルを配置することにより、回転及び
落下する製品は、さらなる側面が、噴霧ノズルからの処理組成物に曝される（図示せず）
。
【００７４】
　図７に示す別の代表的な実施形態では、バッフル３４はドラム３２の内周の周囲に部分
的又は完全な内輪を備える。環状バッフル４６の完全度を制御することにより、食品は回
転し、第一環状バッフル４６から離れて下方の第二環状バッフル４６上に移動し、新たに
露出した表面にさらに噴霧されるであろう。上記のバッフルセグメント４２のように、食
品が環状バッフル４６から離れるタイミング及び回転を補助するために、環状バッフル４
６の端部５０を含む、環状バッフル４６の縁部４８における突出部４０（図示せず）が存
在してもよい。環状バッフル４６の間隔及び突出部４０の高さは、食品の性質、製品の量
、及び噴霧系の形状に依るであろう。
【００７５】
　ある実施形態では、物質がドラム３２の出口端部１４に達した際、食品は、物質が被覆
物質の排出のために扉が開くのに十分な量に達するまで、排出シュート（図示せず）に蓄
積し得る。特定の被覆工程にある程度の時間が必要である場合があるが、食品は、被覆工
程中、好ましくは少なくとも３０秒、より好ましくは少なくとも１分、及びさらにより好
ましくは少なくとも２分ドラム内にある。総混転時間が増加すると、食品の攪拌が増加し
、それにより遭遇の総数が増大する。遭遇の総数は、食品が被覆チャンバに保持される時
間×混転速度により計算され得る。遭遇の総数は、好ましくは１００、より好ましくは５
００、及び最も好ましくは１０００である。混転時間はまた、食品の表面に塗布される任
意の過剰な抗微生物溶液を効率的に分配することを補助するであろう。遭遇が増大すると
、より完全かつ均一な食品表面の被覆が可能になる。
【００７６】
　回転円筒状ドラム３２に示すように、筺体構造３０は、用途に応じた側面の数を有する
、楕円形状又は多面形状（例えば、多面体）のような、円形以外の様々な幾何学的横断面
であってもよい。筺体構造の配向は、それに応じて変化するバッフル構成を有する、水平
から０～９０°の任意の角度であってもよい。
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【００７７】
　容易に理解できるように、本発明のドラム３２の具体的な大きさは、必要に応じて、バ
ッフルの数及び位置がそれに対応して変化する限り、筺体構造の有効な機能を弱体化させ
ることなく変動し得る。バッフル形状はまた、製品の大きさ構成に基づいて、製品を最も
効果的に混転するよう最適化され得る。直径のより大きな、又はより長いドラムが製造さ
れた場合、バッフルはドラムを通じて噴霧領域に向かう食品を適切に動かすために、調節
する又は数を増やす必要がある場合がある。関連する実施形態では、バッフルは上述のよ
うにそれに取り付けられた１以上の突出部を有してもよく、及び／又は複数のバッフルの
それぞれが、上述のような１以上の湾曲部を備える、湾曲した遠位端部を有してもよい。
【００７８】
　さらに、床面積が限られた多くの設備では、実質的に垂直な軸を有するタンブラーの使
用が好ましい場合がある。これは、設備の主軸の角度が水平（即ち、床の平面）から４５
°を超える、好ましくは水平から６０°を超える場合の系である。例えば、環状バッフル
４６は、より大きな角度（即ち４５°を超える）を必要とする場合があり、それにより環
状バッフル４６間の食品の動きを補助する。このような系では、食品はユニットの先端に
搬送され、混転され、下方のコンベヤに受け入れられる途中で噴霧され得る。或いは、食
品は、単純に筺体構造を通って押し出されるよりもむしろ、繰り返し激しく動かされ、食
品の他の断片に対して接触している限り、底部に入り、先端部外に搬送され得る。
【００７９】
　ある実施形態では、筺体構造の温度は、被覆物質の必要条件により決定されるであろう
。筺体構造の壁は、好ましくは、大部分の実施形態で冷たく保持されるであろう。ある用
途では、抗微生物溶液は加熱され、製品表面に塗布された際、微生物の表面にヒートショ
ックを与え得る。例えば、抗微生物脂質を含有する組成物は、４０℃に加熱され、スプレ
ーノズルを通して塗布され得る。
【００８０】
　加工の他の要素としては、当該技術分野で公知の筺体、制御系等を挙げることができる
。乾燥系はまた、混転後に提供されるエアナイフのようなものを使用して、過剰な液体を
除去してもよい。
【００８１】
　好ましくは、コンピュータ又はマイクロプロセッサが工程操作の制御に用いられる。例
えば、コンピュータは、ドラム３２、ドラム３２の傾斜角及び回転、ノズル２０の噴霧機
能、乾燥系内の気流及び温度のための電力を制御するために利用されてもよい。コンピュ
ータは、動作可能なように、適切な回路部品、制御ボタン及び表示灯を有する計器パネル
に接続され、その結果人間が工程の様々な機能の開始及び停止することができ、並びにそ
の動作を監視することができる。
【００８２】
　本発明の実施形態において、筺体構造、バッフル、及び（もしあるとすればバッフル上
の）突出部は、好ましくは金属、及び最も好ましくはステンレススチールで製造される。
代替実施形態では、構成要素は米国特許公開第２００５／００５８０１３号（ワーフ（Wa
rf）ら）に記載されているもののような耐衝撃性ポリマーで製造されてもよい。
【実施例】
【００８３】
　本発明の目的及び利点は、下記の実施例によってさらに説明されるが、これらの実施例
において列挙された特定の材料及びその量、並びに他の諸条件及び詳細は、本発明を過度
に制限するものと解釈すべきではない。特に指示がない限り、全ての部及び百分率は重量
基準であり、水は全て蒸留水であり、全ての分子量は重量平均分子量である。
【００８４】
　全ての実施例において、特に記載のない限り、抗微生物組成物は、脂肪酸モノエステル
の濃縮混合物とＤＯＳＳ界面活性剤（ニュージャージー州のユニケマ社（Uniqema）から
入手可能なモノカプロン酸プロピレングリコールの９８重量％溶液）と、２％リンゴ酸水
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ク・インダストリー社（Cytec Industries）から入手可能な、ジオクチルスルホコハク酸
ナトリウム塩界面活性剤）とを組み合わせることにより調製された。食用色素を配合する
場合、抗微生物組成物はさらに０．１重量％色素（食品、医薬品及び化粧品用　＃３、オ
ハイオ州シンシナティ（Cincinnatti）のノベオン・ヒルトン・デイビス社（Noveon Hilt
on Davis, Inc.）から入手可能）を配合した。
【００８５】
　表面被覆率（％）試験
　切り落とし肉を０．１重量％若しくは０．５重量％のいずれかの色素溶液、又は０．１
％色素溶液と混合した水溶性抗微生物組成物で処理し、タンブラーから除去した。水溶性
系が用いられる場合、色素は、ノベオン・ヒルトン・デイビス社（Noveon Hilton Davis,
 Inc.）から入手可能な食品、医薬品及び化粧品用＃３であるべきである。この色素が相
溶性ではない場合の系では、色素及び色素濃縮物は、被覆領域がはっきりと明らかである
ように選択されるべきである。これは、下記の実施例１を反復することにより当業者に容
易に決定される。食品（例えば食肉）を圧縮しないよう、及び任意の空き領域を最小限に
するよう注意しながら、切り落とし肉の全ての断片が互いに厳密に隣接し位置するように
、切り落とし肉を平面上に配置した。切り落とし肉の各断片を肉眼で観察し、非被覆領域
を確定した。各非被覆領域を定規で測定し、その領域を記録した。各断片の縁部、並びに
明らかな割れ目又は折りたたまれた領域も観察した。投影面積のみを使用して、総利用可
能領域を計算した。厳密に隣接した切り落とし肉断片により占有された総投影面積も測定
した。全ての非被覆領域を測定した後、切り落とし肉をひっくり返し、全ての断片の両側
が測定されるように、工程を繰り返した。総表面積から非被覆（即ち、色素のない）表面
積を引き、総表面積で割り、１００をかけることにより、表面被覆領域率（％）を計算し
た。
【００８６】
　（実施例１～８）
　混転された切り落とし牛肉上に噴霧された食用色素（食品、医薬品及び化粧品用　＃３
、ノベオン・ヒルトン・デイビス社（Noveon Hilton Davis, Inc.）から入手可能）の被
覆率を調べるために、４つのバッフルを有するドラムを使用して、一連の実験を行った。
実施例１～６においては、２つのＳＳ８（イリノイ州、ウィートン（Wheaton）のスプレ
イングシステムズ社）ノズルを使用して、総塗布時間３０秒間、切り落とし肉に抗微生物
組成物をパルス噴霧で塗布しながら、切り落とし肉を、９０°間隔で離間する４つのバッ
フルを有するドラム内で混転した。
【００８７】
　実施例７においては、２つのＳＳ８ノズルを使用して、総適用時間６０秒間、切り落と
し肉に抗微生物組成物をパルス噴霧で塗布しながら、切り落とし肉を、４つのバッフルを
有するドラム中で混転した。
【００８８】
　実施例８においては、２つのＳＳ８ノズルを使用して、総適用時間９０秒間、切り落と
し肉に抗微生物組成物をパルス噴霧で塗布しながら、切り落とし肉を、４つのバッフルを
有するドラム中で混転した。
【００８９】
　試験結果を表１に示す。
【００９０】
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【表１】

【００９１】
　これらのパラメータの最適な組み合わせは、混転された切り落とし肉の効率的な被覆を
もたらし、折りたたまれた（即ち、膜状構成材料）切り落とし肉の部分以外に非被覆領域
は見当たらなかった。



(19) JP 2009-505655 A 2009.2.12

10

20

30

40

50

【００９２】
　（実施例９～２０）
　培養懸濁液の調製
　切り落とし肉に、３種の大腸菌０１５７：Ｈ７分離株（２０６４４ＣＳＡ、ＲＣ４３Ｒ
及びＫ２０、全てミネソタ州ウェイザタ（Wayzata）のカーギル社（Cargill Inc.）から
入手）を含有する細菌を接種した。細菌を、３５℃±２℃で、トリプティックソイブロス
（ＴＳＢ）（イリノイ州、シカゴのＶＷＲサイエンティフィック社（VWR Scientific）か
ら入手可能）において１６～２４時間培養した。０．３ｍＬの生体培養懸濁液を、３５℃
で１６～２４時間インキュベートしたトリプティックソイ寒天（ＴＳＡ）プレートの表面
に薄く広げた。１～３ｍＬのＴＳＢを添加することにより、Ｌ－ロッドで細菌細胞を寒天
プレートから収集し、試験管に移した。
【００９３】
　細菌接種材料反応混液の肉片への接種
　５ｃｍ×５ｃｍ×５ｃｍ（２インチ×２インチ×２インチ）の大きさのいくつかの肉片
に接種した。試料を２０．３ｃｍ×２７．９ｃｍ（８インチ×１１インチ）のトレイ上に
定置し、表面が完全に湿潤するように手動式ポンプ噴霧ボトルから肉片へ反応混液を１吹
き噴霧することにより、接種材料反応混液を接種した。肉試料のトレイを４０℃のオーブ
ン内に２０分間定置した。
【００９４】
　接種された肉の細菌数の測定
　３つの接種された肉試料をそれぞれ、３Ｍストマッカーバッグ（ミネソタ州セントポー
ル（St. Paul）の３Ｍ社（3M Co.）から入手）内に定置し、それに９９ｍＬのバターフィ
ールズバッファー（Butterfields Buffer）（ワシントン州ボセル（Bothell）のインター
ナショナル・バイオプロダクツ社（International Bio Products）から入手可能）を添加
した。バッグで３０秒間消化し、肉から細菌を取り除くするのを補助した。一定分量（１
１ｍＬ）を各試料バッグから取り出し、別の９９ｍＬバターフィールズバッファーを添加
し、完全に混合してさらなる試験用の溶液を得た。バターフィールズバッファーを用いた
一連の１０倍希釈液を備えた培地として、ペトリフィルム（Petrifilm）（登録商標）Ｅ
．ｃｏｌｉ／コリフォーム（Coliform）カウントプレート（ミネソタ州セントポール（St
. Paul）の３Ｍ社（3M Co.）から入手可能）を用いた。プレートを３７℃で１８～２４時
間インキュベートし、その後下記のように数を数えて、初期細菌数を得た。
【００９５】
　最初の接種のために、２５～２５０の希釈度で、コロニー形成単位（ＤＦＵ）を有する
生菌数を数えた。選択された希釈度の２つの重複プレートの平均を用いた。初期接種数を
以下の式を用いて計算した。
【００９６】
　初期接種数＝Ｔ時間=0＝２つの反復試験区の平均ＣＦＵ×［希釈度］×０．００５
　（試料接種材料は希釈されたため（２０．１ｍＬＦＡＭＥ中０．１ｍＬ）
　ＣＦＵは全て１０-2及び１０-3のプレートで数えられた。２５～２５０希釈度を測定し
、用いた。選択された希釈度の３つの重複プレートの平均を用いて、以下の式により所与
の時間の試料生菌数を計算した。
【００９７】
　Ｔ時間=x＝所与の時間における３つの反復試験区の平均ＣＦＵ×［希釈度］
　露出時点における３つの反復試験区の平均生菌数
　Ｔ時間=x及びＴ時間=0の対数をとり、対数減少を測定するための以下の式を用いて、対
数減少を測定した。
【００９８】
　ｘ時点における対数減少＝ｌｏｇＴ時間=0－ｌｏｇＴ時間=x

　抗微生物組成物による処理
　接種された切り落とし肉をランスタンブラー（Lance tumbler）ＬＴ－５型内で混転し
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３ｋｇ（２５ポンド）の切り落としを入手し、およそ５．１ｃｍ×５．１ｃｍ×１５．２
ｃｍ（２インチ×２インチ×６インチ）の断片に切断した。混転中に、一連の噴霧パルス
を用いることにより、切り落とし肉に抗微生物組成物を塗布した。そのパターンは、７秒
噴霧し、続いて８秒噴霧しない、というもので、これを４回繰り返し、合計２８秒噴霧し
、３２秒噴霧しなかった。６０秒間の研究時間中、同じ速度で混転させた。噴霧塗布速度
は、４５８ｇ／分であり、塗布した抗微生物剤の総量は、
　（４５８ｇ／分）×（２８秒）×（１分／６０秒）＝２１４ｇであった。
【００９９】
　低接種材料（実施例９、１１～２０）及び高接種（実施例１０）において、切り落とし
肉の重量は１１５１３ｇであった。塗布量は、およそ１．９重量％であった。
【０１００】
　大きな４Ｌビーカーに、２ｋｇの抗微生物溶液を作製した。９に設定した、フィッシャ
ー（ニューハンプシャー州ハンプトン（Hampton））サーミックス（Thermix）を用いて、
少なくとも５分間、磁石とともに溶液を攪拌した。滅菌したピンセットを用いて、接種さ
れた切り落とし肉の断片を検量し、処理前の重量を測定して、噴霧処理のためにタンブラ
ーに移動した。
【０１０１】
　抗微生物製剤とスターバーを含み、インハウス加圧系から調節された圧力線に取り付け
られ、噴霧機器の付随した、圧力ポット（ステンレススチール加圧容器）を用いることに
より噴霧を達成した。２つの中空錐体ノズル（イリノイ州ウィートン（Wheaton）のスプ
レイング・システム社（Spraying Systems））を約１０．２ｃｍ（４インチ）の間隔をお
いて配置し、噴霧バーの中央に置いた。噴霧バーはタンブラーの内部にずらして配置され
、タンブラーの後方を通って開けられた穴内に静置され、またタンブラーの前面カバーの
中央に置かれたゴムガスケットに支持されたピンにより支持される。固定されたリングス
タンド上に固定されたバイスグリップを用いて、噴霧バーに接触する可能性のある切り落
とし肉によって動かないように、前面カバーから出るように噴霧バーを不動化した。液体
加圧のみで、ノズル噴霧バー系が作動した。
【０１０２】
　圧力ポット内のスターバーを用い、及びポットを磁性攪拌器上に配置し、抗微生物組成
物を絶えず混合した。６２．８ｒａｄ／ｓ（６００ｒｐｍ）の攪拌速度を用いた。抗微生
物溶液、ドラム、及び肉の温度は室温であった。
【０１０３】
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【表２】

【０１０４】
　切り落とし肉の処理後の重量を測定し、肉により保持された抗微生物剤の量を測定した
。切り落とし断片を、抗微生物処理後１時間クーラー内（５～１０℃）で保存した。
【０１０５】
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　切り落とし肉１１．３ｋｇ（２５ポンド）全てを、卓上グラインダー（ＵＳエッジ１２
×１／２；１．３ｃｍ（１／２’’）プレート）を用いて粗挽きし、５つの滅菌アルミニ
ウム鍋で受け取った。粗挽き肉の入った５つの鍋それぞれから、およそ１５０ｇである、
無作為に抽出した５つの試料を、０．６４ｃｍ（１／４’’）プレート（ＤＣ１２×１／
４）を備えた卓上グラインダーを用いて細挽きした。およそ３８００ｇ又は３．６ｋｇ（
８ポンド）の切り落とし肉全体を細挽きし、滅菌１／４シートアルミニウム鍋で受け取っ
た。
【０１０６】
　大腸菌（E. coli）１５７：Ｈ７研究のため、肉を３つのバッチに分け、滅菌アルミホ
イルに移し、包み、ラベルをつけ、０℃及び４℃に設定された筺体構造環境で保存するか
、又は試料を冷凍保存した。試料を冷蔵又は冷凍挽肉包装から取り出し、１日後に分析し
た。
【０１０７】
　各処理を施した２５ｇの５つの試料を個々に３Ｍストマッカーバッグに入れ、それに応
じてラベルをつけた。消化に続いて、適切な希釈液を作成し、上記のような適切な時点で
の分析のため試料を定置し保存した。接種前の細菌の天然の水準は、上記で定義された手
順を用いて測定された場合１．１対数であった。
【０１０８】
【表３】

【０１０９】
　（実施例２１～２４）
　混転された切り落とし牛肉上に噴霧された食用色素（食品、医薬品及び化粧品用　＃３
、ノベオン・ヒルトン・デイビス社（Noveon Hilton Davis, Inc.）から入手可能）の被
覆率を調べるために、４つのバッフルを有するドラムを用いて一連の実験を行った。２つ
のＳＳ８ノズルを用いて、総塗布時間３０秒間、切り落とし肉に抗微生物組成物をパルス
噴霧する間、切り落とし肉を４つのバッフルを備えるドラム内で混転した。
【０１１０】
　試験結果を表３に示す。
【０１１１】
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【表４】

【０１１２】
　このデータは、パルスが低塗布速度において被覆率を（非被覆領域を最小限にすること
により）改善することを示す。所与のパルス間隔において、２％の塗布速度は１％の塗布
速度を超える改善された表面被覆率をもたらす。
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【０１１３】
　本発明の範囲及び精神を逸脱しない本発明の様々な変更や改変は、当業者には明白であ
ろう。本発明は、本明細書で述べる例示的な実施形態及び実施例によって不当に限定され
ることを意図するものではなく、また、こうした実施例及び実施形態は、本明細書におい
て以下に記述する特許請求の範囲によってのみ限定されることを意図する本発明の範囲に
関する例示のためにのみ提示されることを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】本発明の筺体構造の側面図。
【図２】本発明の筺体構造のある実施形態の端面図る。
【図３】本発明の筺体構造内の噴霧ノズル系のある実施形態の横断側面図。
【図４】本発明の筺体構造のある実施形態の端面図。
【図５ａ】本発明のバッフルのある実施形態の側面図。
【図５ｂ】本発明のバッフルのある実施形態の側面図。
【図６】本発明の筺体構造のある実施形態の斜視図。
【図７】本発明の筺体構造のある実施形態の斜視図。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５ｂ】

【図６】

【図７】
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